
20年以上が一般的（他分野の例）20年程度5～20 年程度3～5年が一般的契約期間

・民間の技術力や経営ノウハウを活かした事業経営の改
善

・技術職員の高齢化や減少に対応した人材確保・育成、
技術の承継

・民間の資金調達・運営権対価による財政負担の軽減

・性能発注による民間のノウハウの活用
・業務遂行のための人材の補完
・長期、包括の委託により、さらに業務

の効率化が図られ、財政負担の軽減
・ＰＦＩでは、民間の資金調達により、

財政支出の平準化が可能

・専門的な知識が要求される業務において、民
間の技術力を活用

水
道
事
業
者メ

リ
ッ
ト

・事業経営への参画が可能
・事業運営についての裁量の拡大
・一定の範囲での柔軟な料金設定
・抵当権の設定による資金調達の円滑化

・性能発注による裁量の拡大・運転・維持管理業務全般を包括して受託する
ことにより、効率的な事業運営が可能

民
間
企
業

ＰＦＩ（コンセッション方式）

ＰＦＩ（従来方式）

ＤＢ又はＤＢＯ方式

一般的な業務委託（個別・包括委託）
水道法による第三者委託

施設の運転・維持管理
(Operate）

施設の設計・建設
(Design-Build）

ＰＦＩ（民間による資金調達）

料金の設定・収受※）

※）条例で定められた範囲に限る。

施設の運転・維持管理
(Operate）

施設の設計・建設
(Design-Build）

施設の運転・維持管理
(Operate）

施設の設計・建設
(Design-Build）

施設の運転・維持管理
(Operate）

官

民

連

携

手

法

【事業経営】

水道事業における官民連携手法とメリット



取組状況及び「実施例」制度の概要業務分類(手法)

運転管理に関する委託：2,178施設※（405水道事業者等）
【うち、包括委託は、1,176施設※（195水道事業者等）】

○民間事業者のノウハウ等の活用が効果的な業務
についての委託

○施設設計、水質検査、施設保守点検、メーター
検針、窓口・受付業務などを個別に委託する個別
委託や、広範囲にわたる複数の業務を一括して委
託する包括委託がある

一般的な業務委託
（個別委託・包括委託）

民間事業者への委託：306施設※（59水道事業者等)

「大牟田・荒尾共同浄水場施設等整備・運営事業」、
「箱根地区水道事業包括委託」ほか

水道事業者等（市町村等）への委託：19施設※ (12水道事業者等）

「横須賀市 小雀浄水場」、「周南市 林浄水場」ほか

○浄水場の運転管理業務等の水道の管理に関する
技術的な業務について、水道法上の責任を含め委
託

第三者委託
（民間業者に委託する場合
と他の水道事業者に委託す
る場合がある）

20案件（20水道事業者等）
「函館市 赤川高区浄水場他」、「弘前市 樋の口浄水場他」、
「小山市 若木浄水場他」、「小田原市 高田浄水場」、
「枚方市 中宮浄水場」、「橋本市 橋本浄水場」、
「下関市 長府浄水場」ほか

○地方自治体（水道事業者）が資金調達を負担し、
施設の設計・建設・運転管理などを包括的に委託

DBO
（Design Build Operate）

11案件（11水道事業者等）
「夕張市旭町浄水場等」、「横浜市川井浄水場」、
「岡崎市男川市浄水場」、「神戸市上ヶ原浄水場」、
「埼玉県大久保浄水場排水処理施設等」、「千葉県北総浄水場排水処理施設」、
「神奈川県寒川浄水場排水処理施設」、「愛知県知多浄水場等排水処理施設他3件」、
「東京都朝霞浄水場等常用発電設備」

○公共施設の設計、建設、維持管理、修繕等の業
務全般を一体的に行うものを対象とし、民間事業
者の資金とノウハウを活用して包括的に実施する
方式

PFI
（Private Finance Initiative）

１案件（１水道事業者等）
「宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）」

（令和４年４月 事業開始）

○PFIの一類型で、利用料金の徴収を行う公共施設
（水道事業の場合、水道施設）について、水道施
設の所有権を地方自治体が有したまま、民間事業
者に当該施設の運営を委ねる方式

公共施設等運営権方式
（コンセッション方式）

※令和５年度国土交通省水道事業課調べ
※浄水施設のみを対象

水道事業における官民連携手法と取組状況



ウォーターＰＰＰとは

・水道、工業用水道、下水道について、ＰＰＰ/ＰＦＩ推進アクションプラン期間の10年間（R4～R13）において、コンセッションに段
階的に移行するための官民連携方式（管理・更新一体マネジメント方式）を公共施設等運営事業と併せて「ウォーターＰＰＰ」として
導入拡大を図る。

・国による支援に際し、管路を含めることを前提としつつ、民間企業の参画意向等を踏まえ、対象施設を決定する。
・地方公共団体等のニーズに応じて、水道、工業用水道、下水道のバンドリングが可能である。なお、農業・漁業集落排水施設、浄化槽、

農業水利施設を含めることも可能である。
・関係府省連携し、各分野における管理・更新一体マネジメント方式が円滑に運用されるよう、モデル事業形成支援を通じた詳細スキー

ム検討やガイドライン、ひな形策定等の環境整備を進める。



事業件数10年ターゲットの設定

・新たに、重点分野※1)において10年間で具体化を狙う事業件数10年ターゲットを設定。
・ウォーターPPP等、多様な官民連携方式の導入等により案件形成の裾野拡大と加速化を強力に推進する。
※1) 重点分野：空港、水道、下水道、道路、スポーツ施設（スタジアム・アリーナ等）、文化・社会教育施設、大学施設、公園、MICE施設、公営住

宅、クルーズ船向け旅客ターミナル施設、公営水力発電、工業用水道

アクションプラン期間 １０年（令和４年度～令和13年度）
事業件数１０年ターゲット

重点分野合計 ５７５件
（コンセッションを含む多様な官民連携）

重点実行期間（令和４年度～令和８年度）
５年件数目標

重点分野合計 ７０件
（コンセッション中心）

新たに
設定

昨年
設定

ウォーターPPP導入による
地方公共団体等のニーズ※2) 

に応じた選択肢の拡大

■ ウォーターPPPの導入による水道分野での官民連携の加速

事業件数１０年ターゲット
<ウォーターPPP>

分野名

１００件水道

１００件下水道

２５件工業用水道

＜ウォーターＰＰＰ＞
コンセッションの他、コンセッションに段階的に移行
するための官民連携方式として、長期契約で管理と更
新を一体的にマネジメントする方式。

※2) 地方公共団体等のニーズ：
例えば、民間企業への運営権の設定や民間企業による利用料金の収受まで
は必要としないが、管理や更新を一体的に民間企業に委ねたい場合等。

ウォーターＰＰＰ

９事業が運営中



水分野のPPP/PFI（官民連携）推進会議（国土交通省と経済産業省と連携）
※旧水道分野における官民連携推進協議会

水道事業者等と民間事業者との連携を促進することを目的とし、全国各地で「官民連携推進協議会」を開催している。

○国土交通省及び水道事業者等の取組の発表

・官民連携に関する取組紹介
官民連携に係る取組について（国土交通省・経済産業省）

・ウォーターＰＰＰ類似案件の事例紹介
箱根地区水道事業包括委託（第３期）（神奈川県企業庁）
荒尾市水道事業の包括委託（熊本県荒尾市）など

・コンセッション事業の事例紹介
豊橋浄水場再整備等事業（愛知県企業庁）
宮城県上工下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方
式）（宮城県企業局）

令 和 6 年 度 の 実 施 内 容

令 和 6 年 度 の 開 催 実 績令 和 6 年 度 の 開 催 結 果

○フリーマッチング
水道事業者等と民間事業者が個別に対面し、
自由に意見交換を実施。
└・官民連携における取組・提案

・水道事業者が抱える課題への対応方策

開催地開催時期

三重県津市７月23日（火）第１回

北海道札幌市９月12日（木）第２回

長野県長野市11月11日（月）第３回※

熊本県熊本市１月27日（月）第４回

参加者数
参加団体数

開催地R6
民間事業者水道事業者等

131人50団体17団体三重県第1回

94人32団体18団体北海道第2回

183人66団体41団体長野県第3回

185人58団体19団体熊本県第4回
※ 下 水 道 分 野 と の 合 同 開 催


